
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

平成 25年 障害者雇用状況の集計結果 
 

愛媛労働局では、このほど、民間企業や公的機関などにおける、平成 25年の「障害者

雇用状況」集計結果を取りまとめましたので、公表します。 

障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合（法定雇用率）

以上の障害者を雇うことを義務付けています。 

今回の集計結果は、同法に基づき、毎年６月１日現在の身体障害者、知的障害者、  

精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を

求めているものです。 

 なお、法定雇用率は平成 25 年４月１日から改訂されています。（民間企業 1.8％→

2.0％、国、地方公共団体等 2.1％→2.3％、都道府県等の教育委員会 2.0％→2.2％） 

 

【集計結果の主なポイント】 
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＜民間企業＞（法定雇用率 2.0％） 

 ・雇用障害者数は 2,789.0人と前年より 5.5％（146.5人）増加 

実雇用率は 1.73％（前年比 0.02ポイント上昇） 

→いずれも過去最高を更新 

  ・法定雇用率達成企業の割合は 43.9％（前年比 6.9ポイント低下） 

 

＜公的機関＞（同 2.3％、都道府県等の教育委員会は 2.2％） 

 ・県 の 機 関：雇用障害者数 120.0人、実雇用率 2.23％（2.26％） 

・県教育委員会：雇用障害者数 191.0人、実雇用率 2.17％（2.10％） 

・市町等の機関：雇用障害者数 273.0人、実雇用率 2.40％（2.45％） 

・市町の教育委員会：雇用障害者数  62.0人、実雇用率 2.84％（2.61％） 

→雇用障害者数は、市町等の機関で 7.5人減少、実雇用率は県教育委員会及び市町教

育委員会で前年を上回っているが、県の機関及び市町等の機関で前年を下回ってい

る。 

 

＜独立行政法人等＞（同 2.3％） 

・雇用障害者数 46.0人、実雇用率 2.18%（2.20％） 

 ＊（  ）は平成 24年度の値 
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○ 雇用されている障害者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合 

・ 調査対象となる民間企業が50人以上規模の企業（法定雇用率2.0％）に拡大され

たため、889企業となり、100件（12.7％）増加した。また、雇用されている障害

者の数は 2,789.0人で、前年より5.5％（146.5人）増加し、過去最高となった。 

・ 雇用者のうち、身体障害者は 1,987.0人（対前年比4.1％増）、知的障害者は6

56.5人（同6.1％増）、精神障害者は145.5人（同27.1％増）と、いずれも前年よ

り増加しており、特に精神障害者が大きく増加した。 

・ 実雇用率は、過去最高の1.73％（前年は1.71％）、法定雇用率達成企業の割合

は43.9％（同50.8％）であった。 

（資料Ｐ１～３） 

 

○ 企業規模別の状況 

・ 企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、今年度より新規に対象と

なった50～56人未満規模企業で53.5人、56～100人未満で365.5人、100～300人未

満で873.0人、300～500人未満で332.5人、500～1,000人未満で536.0人、1,000人

以上で628.5人となり、56～100人未満と300～500人未満規模の区分を除いて前年

より増加した。 

・ 実雇用率は、56～100人未満と500～1,000人未満規模の区分を除いて前年より

上回った。 

また、民間企業全体の実雇用率 1.73％と比較すると、 

→ 300～500人未満規模企業(1.78％)、500～1,000人未満(1.78％)、1,000人以

上（1.98％）については上回った。 

→ 50～56人未満規模企業（1.35％）、56～100人未満(1.50％)、100～300人未

満規模企業(1.68％)については下回った。 

・ 法定雇用率未達成企業の割合は、50～56人未満規模企業66.7％、56～100人未満

54.2％、100～300人未満54.4％、300～500人未満58.2％、500～1,000人未満64.0％、

1,000人以上規模企業53.8％となり、すべての区分で上昇した。 

（50～56人未満規模企業は前年比較対象外）（資料Ｐ２） 

 

○ 産業別の状況 

・ 雇用されている障害者の数を産業別にみると、「製造業」、「医療，福祉」、

及び「卸売業，小売業」などで増加し、「複合サービス事業」、「建設業」及び

「生活関連サービス業，娯楽業」などで減少した。 

・ 産業別の実雇用率では、｢医療，福祉｣（2.13％）のみが法定雇用率を上回って

いる。 

  （資料Ｐ３） 

障害者雇用状況報告の集計結果（概要） 

１ 民間企業における雇用状況 



 

○ 法定雇用率未達成企業の状況 

・ 平成25年の法定雇用率未達成企業は499社。そのうち、不足数が0.5人または１

人である企業（１人不足企業）が338社（67.7％）、1.5人以上不足である企業が

161社（32.3％）となっている。 

・ また、障害者を１人も雇用していない企業（０人雇用企業）が、未達成企業に

占める割合は、59.5％となっている。  

           （資料Ｐ２・３） 
 

 

 

(１)県の機関（法定雇用率2.3％） 

県の機関に在職している障害者の数は120.0人で、前年より4.3％（5.0人）増加し

たが、実雇用率は2.23％と、前年に比べ0.03ポイント低下した。 

 知事部局及び県公営企業局で達成しているが、県警察本部が未達成。 

（資料Ｐ４） 

 

(２) 県の教育委員会（法定雇用率2.2％） 

県の教育委員会に在職している障害者の数は191.0人で、前年より2.1％（4.0人）

増加したが、実雇用率は2.17％となり、不足数が2.0人となった。 

（資料Ｐ４） 

 

(３) 市町等の機関（法定雇用率2.3％） 

市町等の機関に在職している障害者の数は273.0人で、前年より2.7％（7.5人）

減少しており、実雇用率は2.40％と、前年に比べ0.05ポイント低下した。 

22機関中19機関が達成。 

（資料Ｐ６） 

 

(４) 市町の教育委員会（法定雇用率2.3％） 

市町の教育委員会に在職している障害者の数は62.0人で、前年より11.7％（6.5

人）増加しており、実雇用率は2.84％と、前年に比べ0.23ポイント上昇した。 

14機関すべて達成。 

（資料Ｐ７） 

 

 

 

 

独立行政法人等（法定雇用率2.3％）に雇用されている障害者の数は46.0人で、前

年より2.2％（1.0人）増加しており、実雇用率は2.18％と、前年に比べ0.02ポイン

ト低下した。 

 

（資料Ｐ４） 

２ 公的機関における在職状況 

３ 独立行政法人等における雇用状況 
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企業数 常用労働者数 障 害 者 数

(人) (人)

408 76,294 1,177 1.54 (1.09) 63.5 (52.8)

374 71,710 1,096 1.53 (1.11) 62.3 (52.1)

398 74,653 1,111 1.49 (1.12) 59.0 (52.0)

406 77,239 1,178 1.53 (1.13) 61.3 (51.6)

415 80,131 1,279 1.60 (1.18) 63.1 (53.4)

420 81,557 1,275 1.56 (1.22) 62.6 (53.8)

418 81,635 1,229 1.51 (1.23) 59.6 (53.5)

428 83,979 1,275 1.52 (1.25) 60.7 (53.6)

442 86,947 1,345 1.55 (1.26) 65.6 (53.5)

440 86,921 1,345 1.55 (1.26) 65.0 (53.8)

433 85,556 1,323 1.55 (1.26) 66.1 (53.0)

471 89,614 1,398 1.56 (1.31) 63.5 (51.5)

495 93,419 1,528 1.64 (1.32) 68.9 (51.6)

512 97,775 1,611 1.65 (1.32) 67.8 (52.2)

524 99,325 1,634 1.65 (1.32) 68.1 (51.8)

566 104,627 1,689 1.61 (1.36) 67.1 (51.9)

581 107,421 1,750 1.63 (1.41) 66.3 (51.4)

592 109,257 1,744 1.60 (1.44) 63.3 (50.4)

572 108,228 1,716 1.59 (1.45) 64.3 (50.6)

571 108,908 1,727 1.59 (1.47) 63.7 (50.5)

557 110,050 1,725 1.57 (1.47) 63.2 (50.2)

574 113,706 1,794 1.58 (1.48) 61.1 (50.1)

630 117,329 1,866 1.59 (1.49) 57.8 (44.7)

623 115,866 1,827 1.58 (1.49) 55.5 (44.3)

587 112,908 1,746 1.55 (1.49) 53.3 (43.7)

614 115,959 1,695 1.46 (1.47) 49.8 (42.5)

627 121,839 1,851 1.52 (1.48) 51.2 (42.5)

679 131,024 1,986 1.52 (1.46) 49.6 (41.7)

692 134,049 2,037 1.52 (1.46) 48.6 (42.5)

695 136,398 2,118.0 1.55 (1.52) 51.7 (43.4)

728 140,105 2,251.0 1.61 (1.55) 51.8 (43.8)

714 140,902 2,327.5 1.65 (1.59) 54.5 (44.9)

728 141,172 2,339.0 1.66 (1.63) 52.3 (45.5)

734 138,398 2,333.0 1.69 (1.68) 52.5 (47.0)

780 153,190.0 2,515.0 1.64 (1.65) 48.2 (45.3)

789 154,398.0 2,642.5 1.71 (1.69) 50.8 (46.8)

889 160,848.5 2,789.0 1.73 (1.76) 43.9 (42.7)

・

・ 企業規模(昭和52年～62年67人以上、昭和63年～平成10年63人以上、

平成11年から56人以上、平成25年から50人以上規模)

・

・

　　　　　　　  　～昭和62年＝身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)

・

・

・

・

・

昭和57年

障 害 者 実 雇 用 率 の 推 移 愛媛労働局

項目 実雇用率 法定雇用率達成

年 (％) 企業割合(％)

昭和52年

昭和53年

昭和54年

昭和55年

昭和56年

平成6年

昭和58年

昭和59年

昭和60年

昭和61年

昭和62年

昭和63年

平成元年

平成2年

平成3年

平成4年

平成5年

平成18年

平成7年

平成8年

平成9年

平成10年

平成11年

平成12年

平成13年

平成14年

平成15年

平成16年

平成17年

平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

平成18年4月1日～　　   　　精神障害者（精神障害者保健福祉手帳所持者）

　　　　　　　　　　　　　　　  　　短時間労働者は1人をもって0.5人分

平成25年４月１日～　　　　　法定雇用率2.0％

（　　）は全国

平成24年

各年とも6月1日現在

常用労働者数は､法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数

障害者数は､次の合計数

　   昭和63年～平成4年  ＝身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)知的障害者

     平成5年  ～    　      ＝身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)
　　　　　   　　　　　　　　　　　知的障害者(重度知的障害者はダブルカウント)
　　　　　　　　　　　　　　　　　 重度障害者(身体､知的)の短時間労働者

法定雇用率　1.8％　　　　 　(平成10年7月1日から)

平成25年

平成22年7月1日～重度以外身体及び知的障害者の短時間労働者は1人をもって0.5人分

（資料） １ページ



平成25年6月1日現在 愛媛労働局

a b カ/b c c/a d d/a e e/a f f/a

25年度 75 3,961.0 3,961.0 9.0 15.0 2.0 11.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 1.0 36.0 15.0 2.5 53.5 1.35 49.0 50 66.7 48 64.0 50 66.7 0 0.0

24年度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

増減 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

25年度 343 25,504.0 24,340.0 61.0 112.0 14.0 73.0 7.0 11.0 1.0 10.0 10.0 3.0 250.0 107.0 8.5 365.5 1.50 182.5 186 54.2 179 52.2 186 54.2 0 0.0

24年度 327 24,508.5 23,726.5 63.0 113.0 14.0 74.0 8.0 9.0 2.0 13.0 11.0 1.0 254.5 109.5 8.5 372.5 1.57 166.5 168 51.4 165 50.5 168 51.4 0 0.0

増減 16 995.5 613.5 ▲ 2.0 ▲ 1.0 0.0 ▲ 1.0 ▲ 1.0 2.0 ▲ 1.0 ▲ 3.0 ▲ 1.0 2.0 ▲ 4.5 ▲ 2.5 0.0 ▲ 7.0 ▲ 0.07 16.0 18 2.8 14 1.7 18 2.8 0 0.0

25年度 353 56,437.5 51,899.5 136.0 254.0 19.0 108.0 32.0 50.0 10.0 44.0 120.0 54.0 598.0 216.0 59.0 873.0 1.68 322.0 192 54.4 70 19.8 85 24.1 107 30.3

24年度 344 54,551.5 50,088.5 135.0 240.0 15.0 97.0 18.0 36.0 14.0 27.0 95.0 34.0 559.5 188.5 35.0 783.0 1.56 256.5 167 48.5 83 24.1 90 26.2 77 22.4

増減 9 1,886.0 1,811.0 1.0 14.0 4.0 11.0 14.0 14.0 ▲ 4.0 17.0 25.0 20.0 38.5 27.5 24.0 90.0 0.12 65.5 25 5.9 ▲ 13 ▲ 4.3 ▲ 5 ▲ 2.1 30 7.9

25年度 55 20,616.5 18,724.5 62.0 104.0 5.0 41.0 12.0 19.0 1.0 16.0 15.0 12.0 255.0 59.5 18.0 332.5 1.78 69.5 32 58.2 0 0.0 10 18.2 22 40.0

24年度 57 21,613.5 19,881.5 62.0 104.0 7.0 43.0 11.0 25.0 2.0 17.0 22.0 19.0 261.5 70.0 20.5 352.0 1.77 64.0 27 47.4 0 0.0 8 14.0 19 33.3

増減 ▲ 2 ▲ 997.0 ▲ 1,157.0 0.0 0.0 ▲ 2.0 ▲ 2.0 1.0 ▲ 6.0 ▲ 1.0 ▲ 1.0 ▲ 7.0 ▲ 7.0 ▲ 6.5 ▲ 10.5 ▲ 2.5 ▲ 19.5 0.01 5.5 5 10.8 0 0.0 2 4.2 3 6.7

25年度 50 32,905.0 30,119.0 107.0 144.0 17.0 76.0 14.0 18.0 3.0 19.0 19.0 28.0 385.5 122.5 28.0 536.0 1.78 98.0 32 64.0 0 0.0 6 12.0 26 52.0

24年度 49 32,345.0 29,647.0 106.0 163.0 16.0 72.0 15.0 15.0 4.0 10.0 12.0 19.0 395.0 114.0 24.5 533.5 1.80 64.5 23 46.9 0 0.0 4 8.2 19 38.8

増減 1 560.0 472.0 1.0 ▲ 19.0 1.0 4.0 ▲ 1.0 3.0 ▲ 1.0 9.0 7.0 9.0 ▲ 9.5 8.5 3.5 2.5 ▲ 0.02 33.5 9 17.1 0 0.0 2 3.8 7 13.2

25年度 13 32,132.5 31,804.5 143.0 166.0 11.0 107.0 24.0 6.0 0.0 9.0 15.0 11.0 462.5 136.5 29.5 628.5 1.98 34.0 7 53.8 0 0.0 1 7.7 6 46.2

24年度 12 31,370.5 31,054.5 136.0 159.0 12.0 107.0 24.0 5.0 0.0 6.0 11.0 4.0 439.0 136.5 26.0 601.5 1.94 12.5 3 25.0 0 0.0 0 0.0 3 25.0

増減 1 762.0 750.0 7.0 7.0 ▲ 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 4.0 7.0 23.5 0.0 3.5 27.0 0.04 21.5 4 28.8 0 0.0 1 7.7 3 21.2

25年度 889 171,556.5 160,848.5 518.0 795.0 68.0 416.0 91.0 106.0 15.0 100.0 179.0 109.0 1987.0 656.5 145.5 2789.0 1.73 755.0 499.0 56.1 297 33.4 338 38.0 161 18.1

24年度 789 164,389.0 154,398.0 502.0 779.0 64.0 393.0 76.0 90.0 22.0 73.0 151.0 77.0 1909.5 618.5 114.5 2,642.5 1.71 564.0 388.0 49.2 248 31.4 270 34.2 118 15.0

増減 100 7,167.5 6,450.5 16.0 16.0 4.0 23.0 15.0 16.0 ▲ 7.0 27.0 28.0 32.0 77.5 38.0 31.0 146.5 0.02 191.0 111 6.9 49 2.0 68 3.8 43 3.1

（注）各年度6月1日現在。

民間企業における障害者雇用状況（規模別）

規模別 年度 企業数
常用労働
者総数

法定雇用
障害者数
の算定の
基礎とな
る労働者
数

障　　　害　　　者　　　数

実雇
用率
(%)

不足
数
(人)

雇用率未達成

イ
重度身
体

ロ
重度以
外身体

ハ
重度知
的

ニ
重度以
外知的

ホ
精神

雇用0人 0.5又は1人不足 1.5人超不足

企業数
割合
(%)

企業数
割合
(%)

企業数
割合
(%)

1000人以上

合計

50人～56人未満

56人
～100人未満

ト
短時間
重度知
的

ヘ
短時間
重度身
体

（
資
料
）
　
２
ペ
ー
ジ

100人
～300人未満

300人
～500人未満

500人
～1000人未満

チ
短時間
重度以
外
身体

リ
短時間
重度以
外
知的

ヌ
短時間
精神

ル
身体計
（イ×２＋ロ
＋ヘ＋チ
×0.5）

ヲ
知的計
（ハ×２
＋ニ＋ト+
リ×0.5）

ワ
精神計
（ホ＋ヌ
×0.5）

カ
合計
（ル＋ヲ
＋ワ）

企業数
割合
(%)

 



平成25年6月1日現在 愛媛労働局

a b カ/b c c/a d d/a e e/a f f/a
25年度 18 3,067.5 2,491.5 7.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0.0 0.0 29.0 1.16 17.0 12 66.7 8 44.4 9 50.0 3 16.7
24年度 16 3,009.5 2,478.5 8.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 0.0 0.0 31.0 1.25 9.0 8 50.0 5 31.3 7 43.8 1 6.3
増減 2 58.0 13.0 ▲ 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ▲ 2.0 0.0 0.0 ▲ 2.0 ▲ 0.09 8.0 4 16.7 3 13.1 2 6.2 2 10.4
25年度 271 52,441.0 52,126.0 190.0 291.0 26.0 128.0 26.0 12.0 0.0 10.0 16.0 7.0 688.0 188.0 29.5 905.5 1.74 187.5 132 48.7 77 28.4 98 36.2 34 12.5
24年度 246 52,096.5 51,790.5 190.0 287.0 22.0 115.0 25.0 7.0 1.0 8.0 18.0 9.0 678.0 169.0 29.5 876.5 1.69 139.5 107 43.5 67 27.2 81 32.9 26 10.6
増減 25 344.5 335.5 0.0 4.0 4.0 13.0 1.0 5.0 ▲ 1.0 2.0 ▲ 2.0 ▲ 2.0 10.0 19.0 0.0 29.0 0.05 48.0 25 5.2 10 1.2 17 3.3 8 1.9
25年度 17 1,901.0 1,898.0 4.0 4.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 2.0 15.0 0.79 17.0 10 58.8 6 35.3 5 29.4 5 29.4
24年度 16 1,845.5 1,842.5 4.0 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 12.5 1.0 1.5 15.0 0.81 14.0 9 56.3 6 37.5 5 31.3 4 25.0
増減 1 55.5 55.5 0.0 1.0 0.0 ▲ 1.0 1.0 0.0 0.0 ▲ 1.0 0.0 ▲ 1.0 0.5 ▲ 1.0 0.5 0.0 ▲ 0.02 3.0 1 2.5 0 ▲ 2.2 0 ▲ 1.9 1 4.4
25年度 57 11,404.5 8,655.5 33.0 56.0 3.0 20.0 3.0 3.0 0.0 4.0 0.0 1.0 127.0 26.0 3.5 156.5 1.81 53.0 31 54.4 20 35.1 22 38.6 9 15.8
24年度 47 10,352.5 7,692.5 29.0 54.0 3.0 17.0 3.0 3.0 0.0 2.0 0.0 2.0 116.0 23.0 4.0 143.0 1.86 35.0 22 46.8 16 34.0 16 34.0 6 12.8
増減 10 1,052.0 963.0 4.0 2.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 ▲ 1.0 11.0 3.0 ▲ 0.5 13.5 ▲ 0.05 18.0 9 7.6 4 1.1 6 4.6 3 3.0
25年度 132 31,466.0 31,466.0 68.0 109.0 26.0 155.0 22.0 17.0 0.0 30.0 29.0 13.0 277.0 221.5 28.5 527.0 1.67 143.0 94 71.2 53 40.2 57 43.2 37 28.0
24年度 120 30,533.0 30,533.0 62.0 120.0 23.0 156.0 17.0 18.0 1.0 19.0 19.0 6.0 271.5 212.5 20.0 504.0 1.65 125.5 76 63.3 48 40.0 46 38.3 30 25.0
増減 12 933.0 933.0 6.0 ▲ 11.0 3.0 ▲ 1.0 5.0 ▲ 1.0 ▲ 1.0 11.0 10.0 7.0 5.5 9.0 8.5 23.0 0.02 17.5 18 7.9 5 0.2 11 4.9 7 3.0
25年度 12 7,263.5 7,263.5 41.0 41.0 0.0 1.0 6.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 125.0 1.5 6.5 133.0 1.83 19.0 7 58.3 5 41.7 3 25.0 4 33.3
24年度 11 7,125.0 7,125.0 36.0 40.0 0.0 1.0 6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113.0 1.0 6.0 120.0 1.68 11.0 6 54.5 4 36.4 3 27.3 3 27.3
増減 1 138.5 138.5 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 12.0 0.5 0.5 13.0 0.15 8.0 1 3.8 1 5.3 0 ▲ 2.3 1 6.0
25年度 18 2,194.0 2,194.0 5.0 9.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 21.5 0.0 1.0 22.5 1.03 21.0 14 77.8 11 61.1 10 55.6 4 22.2
24年度 12 1,522.0 1,522.0 3.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 13.5 0.0 0.0 13.5 0.89 14.5 10 83.3 7 58.3 6 50.0 4 33.3
増減 6 672.0 672.0 2.0 3.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 1.0 9.0 0.14 6.5 4 ▲ 5.5 4 2.8 4 5.6 0 ▲ 11.1
25年度 30 3,645.5 3,645.5 8.0 9.0 0.0 16.0 1.0 3.0 0.0 2.0 2.0 0.0 29.0 17.0 1.0 47.0 1.29 20.5 18 60.0 14 46.7 15 50.0 3 10.0
24年度 27 3,444.5 3,444.5 9.0 10.0 0.0 14.0 2.0 1.0 0.0 2.0 2.0 1.0 30.0 15.0 2.5 47.5 1.38 17.5 14 51.9 10 37.0 12 44.4 2 7.4
増減 3 201.0 201.0 ▲ 1.0 ▲ 1.0 0.0 2.0 ▲ 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 ▲ 1.0 ▲ 1.0 2.0 ▲ 1.5 ▲ 0.5 ▲ 0.09 3.0 4 8.1 4 9.7 3 5.6 1 2.6
25年度 35 4,803.0 4,803.0 8.0 14.0 2.0 19.0 3.0 2.0 1.0 4.0 4.0 0.0 34.0 26.0 3.0 63.0 1.31 42.0 28 80.0 17 48.6 19 54.3 9 25.7
24年度 30 4,571.0 4,571.0 6.0 14.0 5.0 21.0 0.0 2.0 2.0 2.0 6.0 0.0 29.0 36.0 0.0 65.0 1.42 40.0 21 70.0 11 36.7 11 36.7 10 33.3
増減 5 232.0 232.0 2.0 0.0 ▲ 3.0 ▲ 2.0 3.0 0.0 ▲ 1.0 2.0 ▲ 2.0 0.0 5.0 ▲ 10.0 3.0 ▲ 2.0 ▲ 0.11 2.0 7 10.0 6 11.9 8 17.6 ▲ 1 ▲ 7.6
25年度 13 2,168.5 1,937.5 7.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 19.5 0.0 0.0 19.5 1.01 18.5 10 76.9 6 46.2 5 38.5 5 38.5
24年度 12 2,168.5 1,939.5 4.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 10.5 1.0 0.0 11.5 0.59 19.5 10 83.3 6 50.0 5 41.7 5 41.7
増減 1 0.0 ▲ 2.0 3.0 3.0 0.0 ▲ 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 ▲ 1.0 0.0 8.0 0.42 ▲ 1.0 0 ▲ 6.4 0 ▲ 3.8 0 ▲ 3.2 0 ▲ 3.2
25年度 215 36,235.5 29,779.5 100.0 159.0 4.0 59.0 17.0 56.0 13.0 41.0 122.0 81.0 435.5 141.0 57.5 634.0 2.13 151.0 110 51.2 66 30.7 77 35.8 33 15.3
24年度 181 32,869.0 26,951.0 101.0 146.0 4.0 53.0 17.0 51.0 15.0 31.0 104.0 54.0 414.5 128.0 44.0 586.5 2.18 93.0 72 39.8 49 27.1 54 29.8 18 9.9
増減 34 3,366.5 2,828.5 ▲ 1.0 13.0 0.0 6.0 0.0 5.0 ▲ 2.0 10.0 18.0 27.0 21.0 13.0 13.5 47.5 ▲ 0.05 58.0 38 11.4 17 3.6 23 6.0 15 5.4
25年度 17 6,586.0 6,586.0 20.0 37.0 3.0 2.0 3.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 80.5 8.0 3.0 91.5 1.39 35.5 12 70.6 1 5.9 4 23.5 8 47.1
24年度 18 6,720.5 6,703.5 25.0 43.0 3.0 2.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 95.5 8.0 2.0 105.5 1.57 16.0 8 44.4 1 5.6 4 22.2 4 22.2
増減 ▲ 1 ▲ 134.5 ▲ 117.5 ▲ 5.0 ▲ 6.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ▲ 15.0 0.0 1.0 ▲ 14.0 ▲ 0.18 19.5 4 26.2 0 0.3 0 1.3 4 24.9
25年度 39 6,418.0 6,068.0 23.0 35.0 3.0 11.0 7.0 6.0 0.0 4.0 5.0 6.0 89.0 19.5 10.0 118.5 1.95 20.0 12 30.8 5 12.8 6 15.4 6 15.4
24年度 40 6,295.0 5,968.0 21.0 30.0 3.0 6.0 3.0 4.0 3.0 3.0 2.0 4.0 77.5 16.0 5.0 98.5 1.65 22.5 18 45.0 12 30.0 13 32.5 5 12.5
増減 ▲ 1 123.0 100.0 2.0 5.0 0.0 5.0 4.0 2.0 ▲ 3.0 1.0 3.0 2.0 11.5 3.5 5.0 20.0 0.30 ▲ 2.5 ▲ 6 ▲ 14.2 ▲ 7 ▲ 17.2 ▲ 7 ▲ 17.1 1 2.9
25年度 889 171,556.5 160,848.5 518.0 795.0 68.0 416.0 91.0 106.0 15.0 100.0 179.0 109.0 1,987.0 656.5 145.5 2,789.0 1.73 755.0 499 56.1 297 33.4 338 38.0 161 18.1
24年度 789 164,389.0 154,398.0 502.0 779.0 64.0 393.0 76.0 90.0 22.0 73.0 151.0 77.0 1,909.5 618.5 114.5 2,642.5 1.71 564.0 388 49.2 248 31.4 270 34.2 118 15.0
増減 100 7,167.5 6,450.5 16.0 16.0 4.0 23.0 15.0 16.0 ▲ 7.0 27.0 28.0 32.0 77.5 38.0 31.0 146.5 0.02 191.0 111 6.9 49 2.0 68 3.8 43 3.1

民間企業における障害者雇用状況（産業別)

産業別 年度 企業数
常用労
働者総
数

法定雇
用障害
者数の
算定の
基礎と
なる労
働者数

障　　　害　　　者　　　数

実雇用
率
(%)

不足
数
(人)

雇用率未達成

イ
重度身
体

ロ
重度以
外身体

ハ
重度知
的

ニ
重度以
外知的

ホ
精神

雇用0人 0.5又は1人不足 1.5人超不足

企業数
割合
(%)

企業数
割合
(%)

企業数
割合
(%)

D　建設業(6-8)

Ｅ　製造業(9-32)

Ｇ　情報通信業(37-
41)

Ｈ　運輸業，郵便業
(42-49)

ト
短時間
重度知
的

ワ
精神計
（ホ＋ヌ
×0.5）

カ
合計
（ル＋ヲ
＋ワ）

企業数
割合
(%)

ヘ
短時間
重度身
体

チ
短時間
重度以
外
身体

リ
短時間
重度以
外
知的

ヌ
短時間
精神

ル
身体計
（イ×２＋
ロ＋ヘ＋
チ×0.5）

ヲ
知的計
（ハ×２
＋ニ＋ト
+リ×
0.5）

（
資
料
）
　
３
ペ
ー
ジ

Ｉ　卸売業，小売業(50-
61)

Ｊ　金融業，保険業(62-
67)

Ｌ　学術研究，専門・技
術サービス業(71-74)

Ｍ　宿泊業，飲食サー
ビス業(75-77)

（注）各年度6月1日現在。合計には、企業数が10未満のため掲載しなかったＡ　農業，林業(1-2)、Ｆ　電気・ガス・熱供給・水道業(33-36)、Ｋ　不動産業，物品賃貸業(68-70)を含む。

Ｎ　生活関連サービス
業，娯楽業(78-80)

Ｏ　教育，学習支援業
(81-82)

Ｐ　医療，福祉(83-85)

Ｑ　複合サービス事業
(86-87)

Ｒ　サービス業（他に分
類されないもの）(88-
96)

合計



機関名 年度

①
法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数
（人）

②
障害者の数
（人）

③
実雇用率
（％）

④
不足数
（人）

備考

25年度 5,391.5 120.0 2.23  6.0 

24年度 5,099.0 115.0 2.26  0.0 

増減 292.5 5.0 ▲0.03p 6.0 

25年度 4,037.5 94.0 2.33  0.0 

24年度 3,777.0 83.0 2.20  0.0 

増減 260.5 11.0 0.13p 0.0 

25年度 440.0 4.0 0.91  6.0 平成25年６月１日から不足

24年度 406.0 10.0 2.46  0.0 

増減 34.0 ▲6.0 ▲1.55p 6.0 

25年度 914.0 22.0 2.41  0.0 

24年度 916.0 22.0 2.40  0.0 

増減 ▲2.0 0.0 0.01p 0.0 

（注）各年度6月1日現在

機関名 年度

①
法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数
（人）

②
障害者の数
（人）

③
実雇用率
（％）

④
不足数
（人）

備考

25年度 8,808.5 191.0 2.17  2.0 平成25年６月１日から不足

24年度 8,899.5 187.0 2.10  0.0 

増減 ▲91.0 4.0 0.07p 2.0 

（注）各年度6月1日現在

機関名 年度

①
法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数
（人）

②
障害者の数
（人）

③
実雇用率
（％）

④
不足数
（人）

備考

25年度 2,111.0 46.0 2.18  2.0 

24年度 2,049.5 45.0 2.20  0.0 

増減 61.5 1.0 ▲0.02p 2.0 

25年度 2,056.5 45.0 2.19  2.0 平成25年６月１日から不足

24年度 1,996.0 44.0 2.20  0.0 

増減 60.5 1.0 ▲ 0.01ｐ 2.0 

25年度 54.5 1.0 1.83  0.0 

24年度 53.5 1.0 1.87  0.0 

増減 1.0 0.0 ▲ 0.04ｐ 0.0 

（注）各年度6月1日現在

公立大学法人
愛媛県立医療技術大学

県の機関における障害者の雇用状況（法定雇用率２．３％）

計

愛媛県知事部局

愛媛県警察本部

愛媛県公営企業
管理局

県教育委員会における障害者の雇用状況（法定雇用率２．２％）

愛媛県教育委員会

独立行政法人等の雇用状況（法定雇用率２．３％）

計

国立学校法人
愛媛大学

　   ３  ④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じ

　　  て得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。

   　  したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

注１　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外

　　　職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　　２　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身

　　　体障害者及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身

　　 体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、１人を0.5人に相当するものとし

　　　て0.5カウントとしている。

（資料）　４ページ



機関名 機関数
うち
達成

うち
未達成

法定雇用障
害者数の算
定の基礎とな
る職員数

障害者数
実雇用率

（％）

20 20 0 10,273.0 257.0  2.50  

20 17 3 10,574.0 255.0  2.41  

20 18 2 11,491.5 270.5  2.35  

20 19 1 10,982.5 274.5  2.50  

20 18 2 10,923.5 267.0  2.44  

増減 0 ▲ 1 1 ▲ 59.0 ▲7.5  ▲0.06p 

1 1 0 93.0 5.0  5.38  

1 1 0 99.0 4.0  4.04  

1 1 0 124.5 3.0  2.41  

2 1 1 467.0 6.0  1.28  

2 1 1 466.0 6.0  1.29  

増減 0 0 0 ▲ 1.0 0.0  0.01p 

11 10 1 1,852.0 41.0  2.21  

10 8 2 1,831.0 39.0  2.13  

11 11 0 2,063.0 49.5  2.40  

13 12 1 2,129.0 55.5  2.61  

14 14 0 2,184.0 62.0  2.84  

増減 1 2 ▲ 1 55.0 6.5  0.23p 

32 31 1 12,218.0 303.0  2.48  

31 26 5 12,504.0 298.0  2.38  

32 30 2 13,679.0 323.0  2.36  

35 32 3 13,578.5 336.0  2.47  

36 33 3 13,573.5 335.0  2.47  

増減 1 1 0 ▲ 5.0 ▲1.0  0.00p 

公営企業局部局等

教育委員会部局

２１年度

２２年度

２３年度

２４年度

２５年度

２１年度

２２年度

２３年度

２４年度

２５年度

（注）　各年度６月１日現在。
平成25年３月31日まで法定雇用率2.1％、平成25年４月１日から2.3％

合　　計

２１年度

２２年度

２３年度

２４年度

２５年度

市町等の機関における障害者の雇用状況（年度別）

年度

市町部局等

２１年度

２２年度

２３年度

２４年度

２５年度

（資料）　５ページ



11,449.5 280.5  2.45  5.0  

11,389.5 273.0  2.40  6.0  

増減 ▲ 60.0 ▲7.5  ▲0.05p 1.0  

2,289.0 55.0  2.40  0.0  

387.0 10.0  2.58  0.0  

380.0 9.0  2.37  0.0  

1,264.0 32.0  2.53  0.0  

433.0 9.0  2.08  0.0  

631.0 15.0  2.38  0.0  

702.5 20.0  2.85  0.0  

869.5 21.0  2.42  0.0  

672.0 16.0  2.38  0.0  

780.5 18.0  2.31  0.0  

559.0 13.0  2.33  0.0  

284.0 8.0  2.82  0.0  

224.0 4.0  1.79  1.0  平成25年６月１日から不足

157.0 3.0  1.91  0.0  

231.0 6.0  2.60  0.0  

183.0 5.0  2.73  0.0  

138.0 3.0  2.17  0.0  

135.0 2.0  1.48  1.0  平成24年６月１日から不足

392.0 10.0  2.55  0.0  

212.0 8.0  3.77  0.0  

119.5 3.0  2.51  0.0  

346.5 3.0  0.87  4.0  平成24年６月１日から不足

（注）各年度6月1日現在

   　    したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　  ３   ④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これ

注１　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占
　　　める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　　　知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神

　　  が0.0となることをもって法定雇用率達成となる。

　　２　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度

　　  障害者である短時間勤務職員については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
　

宇和島市病院局

伊方町

松野町

鬼北町

愛南町

内子町

松山市公営企業局

上島町

八幡浜市

西予市

宇和島市

新居浜市

西条市

四国中央市

大洲市

久万高原町

松前町

砥部町

今治市

市町等の機関における障害者の雇用状況（法定雇用率2.3％）

機関名

①
法定雇用障
害者数の算定
の基礎となる
職員数（人）

②
障害者の数
（人）

③
実雇用率
（％）

④
不足数（人）

備考

平成24年度

平成25年度

松山市

伊予市

東温市
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2,129.0 55.5  2.61  1.0  

2,184.0 62.0  2.84  0.0  

増減 55.0 6.5  0.23p ▲1.0  

536.0 17.0  3.17  0.0  

117.5 3.0  2.55  0.0  

65.0 2.0  3.08  0.0  

49.0 1.0  2.04  0.0  

219.0 6.0  2.74  0.0  

47.0 2.0  4.26  0.0  

115.0 3.0  2.61  0.0  

154.5 4.0  2.59  0.0  

286.0 7.0  2.45  0.0  

139.0 4.0  2.88  0.0  

171.0 4.0  2.34  0.0  

81.0 4.0  4.94  0.0  

126.0 4.0  3.17  0.0  

78.0 1.0  1.28  0.0  

（注）各年度6月1日現在

注１　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外

　　　　　 職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　　２　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身

　　　 　　体障害者及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身

　　 体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、１人を0.5人に相当するものとし

　　　     て0.5カウントとしている。

　　 ３  ④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じ

　　       て得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。

   　 したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

市町教育委員会における障害者の雇用状況（法定雇用率2.3％）

機関名

①
法定雇用障害
者数の算定の
基礎となる職
員数（人）

②
障害者の数
（人）

③
実雇用率（％）

④
不足数（人）

備考

平成24年度

平成25年度

松山市教育委員会

伊予市教育委員会

今治市教育委員会

内子町教育委員会

松前町教育委員会

砥部町教育委員会

大洲市教育委員会

愛南町教育委員会

西予市教育委員会

八幡浜市教育委員会

宇和島市教育委員会

新居浜市教育委員会

西条市教育委員会

四国中央市教育委員会
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愛媛労働局

項目

年度 うち重度 うち重度 うち重度 うち重度 うち重度 うち重度 うち重度 うち重度

8,680 4,492 2,044 2,482 288 1,556 150 2,012 965 456 348 34 625 74 5,877 3,137 1,383 1,977 228 703 60 791 390 205 157 26 228 16

8,524 4,538 2,043 2,399 278 1,455 132 1,981 1,023 491 310 29 577 71 5,713 3,105 1,357 1,922 224 641 45 830 410 195 167 25 237 16

9,043 4,585 2,095 2,560 289 1,726 172 2,185 1,009 478 381 31 712 83 6,012 3,170 1,394 2,022 232 749 71 846 406 223 157 26 265 18

519 47 52 161 11 271 40 204 ▲14 ▲13 71 2 135 12 299 65 37 100 8 108 26 16 ▲4 28 ▲10 1 28 2

6.1 1.0 2.5 6.7 4.0 18.6 30.3 10.3 ▲1.4 ▲2.6 22.9 6.9 23.4 16.9 5.2 2.1 2.7 5.2 3.6 16.8 57.8 1.9 ▲1.0 14.4 ▲6.0 4.0 11.8 12.5

項目

年度 うち重度 うち重度 うち重度 うち重度 うち重度 うち重度 うち重度 うち重度

1,573 639 288 274 19 570 90 2,954 1,186 475 358 24 1,300 110 835 335 139 174 7 294 32 860 315 147 169 12 312 64

736 332 149 102 7 254 48 1,386 607 253 144 6 588 47 415 180 70 80 3 141 14 408 165 74 58 4 153 32

869 332 152 153 4 338 46 1,628 579 215 198 5 735 116 461 168 66 106 8 165 22 464 170 73 81 1 176 37

133 0 3 51 ▲3 84 ▲2 242 ▲28 ▲38 54 ▲1 147 69 46 ▲12 ▲4 26 5 24 8 56 5 ▲1 23 ▲3 23 5

18.1 0.0 2.0 50.0 ▲42.9 33.1 ▲4.2 17.5 ▲4.6 ▲15.0 37.5 ▲16.7 25.0 146.8 11.1 ▲6.7 ▲5.7 32.5 166.7 17.0 57.1 13.7 3.0 ▲1.4 39.7 ▲75.0 15.0 15.6

知的
障害者

精神
障害者

障　害　者　の　登　録　状　況

登　　　録　　　者　　　数 有　効　求　職　者　数 就　　業　　者　　数 保　留　中　の　者

身体
障害者

知的
障害者

精神
障害者

その他
障害者

身体
障害者

その他
障害者

身体
障害者

知的
障害者

精神
障害者

平成２４年度

知的
障害者

精神
障害者

その他
障害者

身体
障害者

その他
障害者

平成２４年度
（９月末現在）

平成２５年度
（９月末現在）

（
資
料
）
　
８
ペ
ー
ジ

対前年度
同期差

対前年度
同期比％

障　害　者　の　職　業　紹　介　状　況

新　規　求　職　申　込　件　数 紹　　介　　件　　数 就　　職　　件　　数 新　規　登　録　者　数

精神
障害者

その他
障害者

知的
障害者

精神
障害者

その他
障害者

平成２５年度
（９月末現在）

対前年度
同期差

対前年度
同期比％

身体
障害者

知的
障害者

平成２４年度

平成２４年度
（９月末現在）

精神
障害者

その他
障害者

身体
障害者

身体
障害者

知的
障害者

精神
障害者

その他
障害者

身体
障害者

知的
障害者












